
 

 

（写） 

龍ケ崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月１９日 

龍ケ崎市長 萩 原  勇 

 

龍ケ崎市条例第１６号 

龍ケ崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

龍ケ崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（令和７年龍ケ崎市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（一般原則） 

第２条    省  略 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を

利用する支給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する

支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）の意思及び人格を

尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定

乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３      省  略 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を

利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等の

ため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳

児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「特

定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その

他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

   第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第

５４条の２第１項の確認において定めるものに限る。次項において同 

（一般原則） 

第２条    省  略 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者を利

用する支給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支

給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊

重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳

児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３      省  略 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者を利

用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のた

め、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児

等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「特

定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その

他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

   第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる支給対象小学校就学

前子どもの区分ごとに、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２第 



 

 

 じ。）を定めるものとする。 

 

 

 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３

０条の１６に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）

が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利

用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間そ

の他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支

援の利用について法第５４条の３において準用する法第５４条第１項

の規定により市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しな

ければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当

たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、

当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援

事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育

等（法第５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状

況の把握に努めなければならない。 

（支払） 

第12条    省  略 

２      省  略 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特

定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることが

できる。 

 １項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定め

るものとする。 

 (1) 満１歳未満の支給対象小学校就学前子ども 

 (2) 満１歳以上の支給対象小学校就学前子ども 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３

０条の１６に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）

が当該特定乳児等通園支援事業者を利用する時間数、特定乳児等通園

支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当た

りの利用定員を定めるものとする。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者

の利用について法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の

規定により市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなけ

ればならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当

たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、

当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援

事業者の利用状況その他の教育・保育等（法第５６条第１項に規定す

る教育・保育等をいう。）の提供の状況の把握に努めなければならな

い。 

（支払） 

第12条    省  略 

２      省  略 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特

定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることが

できる。 



 

 

 (1) 

 ～      省  略 

 (4) 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において

通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保

護者に負担させることが適当と認められるもの 

４      省  略 

５      省  略 

（掲示等） 

第22条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見

やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定

により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の

利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると

認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行

う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆

からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送

に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第23条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子

どもの国籍、信条、社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況

によって、差別的取扱いをしてはならない。 

（情報の提供等） 

第26条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支

援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給

付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業

者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援

の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

 (1) 

 ～      省  略 

 (4) 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援事業者の利用に

おいて通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付

認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４      省  略 

５      省  略 

（掲示等） 

第22条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見

やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定

により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の

利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業者の選択に資すると

認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行

う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆

からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送

に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第23条 特定乳児等通園支援事業者においては、乳児等支援給付認定子

どもの国籍、信条、社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況

によって、差別的取扱いをしてはならない。 

（情報の提供等） 

第26条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者を利

用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定

保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選

択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容

に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 



 

 

２      省  略 ２      省  略 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


